
都 民 の 健 康 と 安 全 を 確 保 す る 環 境 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 東 京 都 規 則 第 三 十 四 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

改 正 案  現 行  

目 次 （ 現 行 の と お り ）  目 次 （ 略 ）  

第 一 条 か ら 第 四 条 の 十 五 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 一 条 か ら 第 四 条 の 十 八 の 二 ま で （ 略 ）  

（ 削 減 義 務 率 ）  （ 削 減 義 務 率 ）  

第 四 条 の 十 六 （ 現 行 の と お り ）  第 四 条 の 十 六 （ 略 ）  

２ （ 現 行 の と お り ）  ２ （ 略 ）  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 一 期 該 当 事 業 所 の う ち 、 次 の 表 の 上

欄 に 掲 げ る 事 業 所 の 種 類 に 該 当 す る も の の 第 二 期 削 減 義 務 率 は 、 同

欄 に 掲 げ る 事 業 所 の 種 類 に 応 じ 、 前 項 の 表 上 欄 に 掲 げ る 事 業 所 の 種

類 に 応 じ た 当 該 中 欄 に 掲 げ る 割 合 か ら 、 次 の 表 の 下 欄 に 掲 げ る 割 合

を 減 じ て 得 た 割 合 と す る 。  

事 業 所 の 種 類  割 合  

一 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の う ち 、 そ の 主 た

る 需 要 設 備 （ 電 気 事 業 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 年 政

令 第 二 百 六 号 ） 第 九 条 第 三 項 の 表 に 規 定 す る 需

要 設 備 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 次 に 掲 げ る 規 定 に

規 定 す る 需 要 設 備 で 構 成 さ れ る も の  

ア 使 用 最 大 電 力 の 制 限 に 係 る 経 済 産 業 大 臣 が

指 定 す る 地 域 、 期 間 等 （ 平 成 二 十 三 年 経 済 産

業 省 告 示 第 百 二 十 六 号 。 以 下 こ の 項 に お い て

「 告 示 」 と い う 。 ） 第 五 条 第 一 項 第 一 号 ア  

イ 告 示 第 五 条 第 一 項 第 一 号 イ  

ウ 告 示 第 五 条 第 一 項 第 二 号 ア （ 需 要 変 動 の 率  

（ 現 行 の

と お り ）  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 一 期 該 当 事 業 所 の う ち 、 次 の 表 の 上

欄 に 掲 げ る 事 業 所 の 種 類 に 該 当 す る も の の 第 二 期 削 減 義 務 率 は 、 同

欄 に 掲 げ る 事 業 所 の 種 類 に 応 じ 、 前 項 の 表 上 欄 に 掲 げ る 事 業 所 の 種

類 に 応 じ た 当 該 中 欄 に 掲 げ る 割 合 か ら 、 次 の 表 の 下 欄 に 掲 げ る 割 合

を 減 じ て 得 た 割 合 と す る 。  

事 業 所 の 種 類  割 合  

一 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の う ち 、 そ の 主 た

る 需 要 設 備 （ 電 気 事 業 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 年 政

令 第 二 百 六 号 ） 第 九 条 の 表 に 規 定 す る 需 要 設 備

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 次 に 掲 げ る 規 定 に 規 定 す

る 需 要 設 備 で 構 成 さ れ る も の  

ア 使 用 最 大 電 力 の 制 限 に 係 る 経 済 産 業 大 臣 が

指 定 す る 地 域 、 期 間 等 （ 平 成 二 十 三 年 経 済 産

業 省 告 示 第 百 二 十 六 号 。 以 下 こ の 項 に お い て

「 告 示 」 と い う 。 ） 第 五 条 第 一 項 第 一 号 ア  
イ 告 示 第 五 条 第 一 項 第 一 号 イ  

ウ 告 示 第 五 条 第 一 項 第 二 号 ア （ 需 要 変 動 の 率  

（ 略 ）  



が 十 パ ー セ ン ト 未 満 の 需 要 設 備 に 係 る 部 分 に  

限 る 。 ）  

 

二 （ 現 行 の と お り ）  

 

（ 現 行 の

と お り ）  
 

が 十 パ ー セ ン ト 未 満 の 需 要 設 備 に 係 る 部 分 に

限 る 。 ）  

 

二 （ 略 ）  

 

（ 略 ）  

 

第 四 条 の 十 七 か ら 第 四 条 の 十 八 の 二 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 四 条 の 十 七 か ら 第 四 条 の 十 八 の 二 ま で （ 略 ）  

（ 事 業 所 の 用 途 変 更 等 に よ る 基 準 排 出 量 の 変 更 ）  （ 事 業 所 の 用 途 変 更 等 に よ る 基 準 排 出 量 の 変 更 ）  

第 四 条 の 十 九 （ 現 行 の と お り ）  第 四 条 の 十 九 （ 略 ）  

２  条 例 第 五 条 の 十 四 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 状 況 の 変 更

の う ち 、 熱 供 給 事 業 所 に お け る 状 況 の 変 更 は 、 当 該 熱 供 給 事 業 所

の 知 事 が 別 に 定 め る 熱 ご と の 供 給 す る 先 の 建 物 又 は 施 設 の 床 面

積 の 合 計 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 熱 供 給 先 面 積 」 と い う 。 ） が 増

加 し 、 又 は 減 少 し た 面 積 が 、 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 知

事 が 別 に 定 め る 基 準 と な る 期 間 に お け る 熱 供 給 先 面 積 の 平 均 の

百 分 の 六 以 上 と な る 変 更 と す る 。  

２  条 例 第 五 条 の 十 四 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 状 況 の 変 更

の う ち 、 熱 供 給 事 業 所 に お け る 状 況 の 変 更 は 、 当 該 熱 供 給 事 業 所

の 知 事 が 別 に 定 め る 熱 ご と の 供 給 す る 先 の 建 物 等 の 床 面 積 の 合

計 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 熱 供 給 先 面 積 」 と い う 。 ） が 増 加 し 、

又 は 減 少 し た 面 積 が 、 当 該 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 知 事 が 別

に 定 め る 基 準 と な る 期 間 に お け る 熱 供 給 先 面 積 の 平 均 の 百 分 の

六 以 上 と な る 変 更 と す る 。  

３ か ら ７ ま で （ 現 行 の と お り ）  ３ か ら ７ ま で （ 略 ）  

第 四 条 の 二 十 か ら 第 六 十 八 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 四 条 の 二 十 か ら 第 八 十 三 条 ま で （ 略 ）  

（ 音 響 機 器 等 の 使 用 制 限 の 特 例 ）  （ 音 響 機 器 等 の 使 用 制 限 の 特 例 ）  

第 六 十 九 条 （ 現 行 の と お り ）  第 六 十 九 条 （ 略 ）  

一 （ 現 行 の と お り ）  一 （ 略 ）  

二 人 の 居 住 の 用 に 供 さ れ て い る 建 物 、 病 院 及 び 診 療 所 の 敷 地 の

境 界 線 か ら 五 十 メ ー ト ル （ 人 の 居 住 の 用 に 供 さ れ て い る 建 物 、

病 院 及 び 診 療 所 が 商 業 地 域 に 所 在 す る 場 合 に あ っ て は 、 二 十

二 人 の 居 住 の 用 に 供 さ れ て い る 建 物 、 病 院 及 び 診 療 所 の 敷 地 の

境 界 線 か ら 五 十 メ ー ト ル （ 人 の 居 住 の 用 に 供 さ れ て い る 建 物 等

が 商 業 地 域 に 所 在 す る 場 合 に あ っ て は 、 二 十 メ ー ト ル ） 以 上 離



メ ー ト ル ） 以 上 離 れ た 場 所  れ た 場 所  
第 七 十 条 か ら 第 八 十 三 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 七 十 条 か ら 第 八 十 三 条 ま で （ 略 ）  

別 表 第 一 か ら 別 表 第 十 三 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 表 第 一 か ら 別 表 第 十 三 ま で （ 略 ）  

別 表 第 十 四 （ 現 行 の と お り ）  別 表 第 十 四 （ 略 ）  

一 （ 現 行 の と お り ）  一 （ 略 ）  

二 （ 現 行 の と お り ）  二 （ 略 ）  

付 表  付 表  

工 業 地 域 の う ち 次 に 掲 げ る 施 設 の 敷 地 の 周 囲 お お む ね 八 十

メ ー ト ル の 区 域 を 除 く 区 域  

一 か ら 五 ま で  

六  老 人 ホ ー ム （ 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 三 十 三

号 ） 第 五 条 の 三 に 規 定 す る 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム を い う 。 ）  

七  認 定 こ ど も 園 （ 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の

総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 七 十

七 号 ） 第 二 条 第 七 項 に 規 定 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 を

い う 。 ）  
 

工 業 地 域 の う ち 次 に 掲 げ る 施 設 の 敷 地 の 周 囲 お お む ね 八 十

メ ー ト ル の 区 域 を 除 く 区 域  

一 か ら 五 ま で （ 略 ）  

六  老 人 ホ ー ム （ 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 三 十 三

号 ） 第 五 条 の 三 に 規 定 す る 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム を い う 。 ）  

 

 

 

 
 

 別 表 第 十 五 か ら 別 表 第 二 十 ま で （ 現 行 の と お り ）   別 表 第 十 五 か ら 別 表 第 二 十 ま で （ 略 ）  

別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 一 号 様 式 の 十 二 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 一 号 様 式 の 十 二 ま で （ 略 ）  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

別 記 第 一 号 様 式 の 十 四 か ら 第 六 号 様 式 の 四 ま で （ 現 行 の と お り ） 別 記 第 一 号 様 式 の 十 四 か ら 第 六 号 様 式 の 四 ま で （ 略 ）  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



そ の 二 （ 現 行 の と お り ）   そ の 二 （ 略 ）  

 別 紙 一 そ の 一 か ら 別 紙 七 ま で （ 現 行 の と お り ）   別 紙 一 そ の 一 か ら 別 紙 七 ま で （ 略 ）  

別 記 第 八 号 様 式 か ら 第 十 一 号 様 式 ま で （ 現 行 の と お り ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 記 第 八 号 様 式 か ら 第 十 一 号 様 式 ま で （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

別 記 第 十 三 号 様 式 か ら 第 十 五 号 様 式 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 十 三 号 様 式 か ら 第 十 五 号 様 式 ま で （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 そ の 二 （ 現 行 の と お り ）   そ の 二 （ 略 ）  

 別 紙 一 か ら 別 紙 十 二 ま で （ 現 行 の と お り ）   別 紙 一 か ら 別 紙 十 二 ま で （ 略 ）  

別 記 第 十 七 号 様 式 か ら 第 三 十 九 号 様 式 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 十 七 号 様 式 か ら 第 三 十 九 号 様 式 ま で （ 略 ）  

 


